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【届出の対象とした募集内国投資信託
受益証券に係るファンドの名称】

 ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・安定型
ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・バランス型
ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・積極型
（総称を「ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・
シリーズ」とします。）

 
【届出の対象とした募集内国投資信託
受益証券の金額】

 継続募集額　各ファンド毎に上限5,000億円

 
【縦覧に供する場所】  該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
半期報告書を提出しましたので、平成24年8月30日付をもって提出しました有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また、記載事項の一部に訂正
事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。
　

２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　　　は訂正部分を示し、＜更新・追加＞に記載し
ている内容は原届出書が更新・追加されます。

 
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１　ファンドの性格
（１）ファンドの目的及び基本的性格

②　ファンドの基本的性格
（略）

＜訂正前＞

上記は、社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。なお、社団法人投

資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。

＜訂正後＞

上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。なお、一般社

団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
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③　ファンドの特色
＜更新・追加＞
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（３）ファンドの仕組み
①　ファンドの仕組み

＜ファンド・オブ・ファンズの仕組み＞
＜更新・追加＞

 
＜訂正前＞

②　委託会社の概況（平成24年6月末現在）
１）～３）（略）

＜訂正後＞
②　委託会社の概況（平成24年11月末現在）
１）～３）（略）

 
２　投資方針
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（１）投資方針
（指定投資信託証券の分類の定義）

＜訂正前＞
（略）

※上記定義は、社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を参考に、委託会社
が定義したものです。

＜訂正後＞
（略）

※上記定義は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を参考に、委託
会社が定義したものです。
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（２）投資対象
◆投資対象とする投資信託証券の概要

＜更新・追加＞
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（３）運用体制
＜訂正前＞

（略）
 
運用に関する社内規則
運用にあたっては、関連法令および社団法人投資信託協会が定める諸規則等のほか、以下の運用関
連社内規程を遵守しております。
（略）

 
運用を担当する運用部門（６名程度）、顧客とのリレーションを担当する投信営業部門および年
金営業部門（６名程度）、商品開発および有価証券届出書・目論見書等の作成を担当する企画部
門（４名程度）、ファンド計理を担当する業務部門（３名程度）、トレーディングを担当するト
レーディング室（２名程度）、運用実績の評価・分析・情報開示（レポーティング）を担当する
分析・レポーティング部門（４名程度）ならびにコンプライアンス・内部監査を担当する内部統
制部門（３名程度）は、当社規程に従って、業務を分担しかつ相互に牽制機能を果たすことによっ
て、全体として質の高い運用サービスを提供しております。
 
（略）

 
※上記の運用体制は、平成24年6月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

 
＜訂正後＞

（略）
 
運用に関する社内規則

運用にあたっては、関連法令および社団法人投資信託協会
※
が定める諸規則等のほか、以下の運用

関連社内規程を遵守しております。（※ 平成25年1月4日付で、社団法人投資信託協会は、「一般社
団法人投資信託協会」となりました。）
（略）

 
運用を担当する運用部門（７名程度）、顧客とのリレーションを担当する投信営業部門および年
金営業部門（５名程度）、商品開発および有価証券届出書・目論見書等の作成を担当する企画部
門（４名程度）、ファンド計理を担当する業務部門（３名程度）、トレーディングを担当するト
レーディング室（２名程度）、運用実績の評価・分析・情報開示（レポーティング）を担当する
分析・レポーティング部門（３名程度）ならびにコンプライアンス・内部監査を担当する内部統
制部門（３名程度）は、当社規程に従って、業務を分担しかつ相互に牽制機能を果たすことによっ
て、全体として質の高い運用サービスを提供しております。
 
（略）

 
※上記の運用体制は、平成24年11月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
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３　投資リスク
（２）リスク管理体制

＜訂正前＞
※上記体制は平成24年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

＜訂正後＞
※上記体制は平成24年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 
４　手数料等及び税金
（３）信託報酬等

①　信託報酬
＜訂正前＞

（略）
・各ファンドが投資する投資信託証券の信託報酬率を、投資配分比率で加重平均して計算し
た概算値です。ただし、この値はあくまで目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組
入れ状況等によって±0.3％程度変動しますので、受益者が負担する実質的な信託報酬も変
動します。なお、この実質的な信託報酬率は、平成24年8月30日現在の指定投資信託証券（投
資対象ファンド）に基づくものであり、指定投資信託証券の変更および見直し等により将
来的に変動します。
（略）

＜訂正後＞
（略）
・各ファンドが投資する投資信託証券の信託報酬率を、投資配分比率で加重平均して計算し
た概算値です。ただし、この値はあくまで目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組
入れ状況等によって±0.3％程度変動しますので、受益者が負担する実質的な信託報酬も変
動します。なお、この実質的な信託報酬率は、平成25年2月28日現在の指定投資信託証券（投
資対象ファンド）に基づくものであり、指定投資信託証券の変更および見直し等により将
来的に変動します。
（略）

 
　（５）課税上の取扱い
＜更新・追加＞

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①　個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、10.147％（所得
税7.147％および地方税３％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要で
す。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

・なお、上記の10.147％の税率は、平成26年１月１日以降は20.315％（所得税15.315％および
地方税５％）の税率となる予定です。

２）解約金および償還金に対する課税

・解約時および償還時の差益（譲渡益）
＊
については譲渡所得として、10.147％（所得税

7.147％および地方税３％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要とな
ります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、
10.147％（所得税7.147％および地方税３％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申
告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含
みます。）を控除した利益

・なお、上記の10.147％の税率は、平成26年１月１日以降は20.315％（所得税15.315％および
地方税５％）の税率となる予定です。

 
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡
益および上場株式等の配当等（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が
可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）および普通分配金（申告分離課税を
選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

 
②　法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
額については配当所得として、7.147％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれま
す。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

・なお、上記の7.147％の税率は、平成26年１月１日以降は15.315％（所得税のみ）の税率と
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なる予定です。
２）益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。
 

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
 

③　個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含ま

れません。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重

平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合な
どにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分

配金)」（元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際

イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上
回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合
には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)と
なり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となりま
す。

ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その
後の受益者の個別元本となります。

※上記は平成25年2月28日現在のものであり、税法が改正された場合などには、税率などの課税上
の取扱いが変更になる場合があります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
 
５【運用状況】
＜更新・追加＞

＜ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・安定型＞

以下の運用状況は2012年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
（１）投資状況

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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投資信託受益証券 日本 41,195,839 19.85

 アメリカ 53,370,033 25.72

 ケイマン島 104,575,299 50.39

 小計 199,141,171 95.95

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） － 8,402,287 4.05

合計（純資産総額） 207,543,458100.00

 

（２）投資資産
①　投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国・

地域
種類 銘柄名

数量又は

額面総額

簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

(円)

投資

比率

(％)

日本
投資信託受

益証券

ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適

格機関投資家向け）
37,745,8671.076240,622,1021.091441,195,83919.85

ケイマン

島

投資信託受

益証券
Japan Equity Multi Strategy Fund401,43099.640040,000,000100.217840,230,43119.38

ケイマン

島

投資信託受

益証券

トランストレンド　スタンダード　リスク　シ

リーズ　トラスト
41,030,9330.884536,291,8600.830634,080,29216.42

アメリカ
投資信託受

益証券

iシェアーズ・Ｓ＆Ｐシティグループ世界国

債（除く米国）ファンド
3,8008,026.387130,500,2718,462.465832,157,37015.49

ケイマン

島

投資信託受

益証券
CTA Multi Strategy Fund314,07395.760030,076,09196.361630,264,57614.58

アメリカ
投資信託受

益証券

iシェアーズ バークレイズ債券総合ファン

ド
2,3009,142.990921,028,8799,222.897021,212,66310.22

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類 投資比率(％)

投資信託受益証券 95.95

合　　計 95.95

 

②　投資不動産物件

該当事項はありません。

 

③　その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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（３）運用実績
①　純資産の推移

期別
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)

分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き

第2計算期間末 2003年 6月 2日 863 863 1.0377 1.0377

第3計算期間末 2004年 5月31日 713 713 1.0127 1.0127

第4計算期間末 2005年 5月31日 708 708 1.0161 1.0161

第5計算期間末 2006年 5月31日 595 595 1.0034 1.0034

第6計算期間末 2007年 5月31日 411 411 1.0212 1.0212

第7計算期間末 2008年 6月 2日 332 332 0.9930 0.9930

第8計算期間末 2009年 6月 1日 288 288 0.9227 0.9227

第9計算期間末 2010年 5月31日 238 238 0.9089 0.9089

第10計算期間末 2011年 5月31日 231 231 0.9039 0.9039

第11計算期間末 2012年 5月31日 213 213 0.8749 0.8749

2011年11月末日 222 － 0.8877 －

12月末日 223 － 0.8883 －

2012年 1月末日 223 － 0.8900 －

2月末日 224 － 0.8903 －

3月末日 223 － 0.8864 －

4月末日 222 － 0.8813 －

5月末日 213 － 0.8749 －

6月末日 214 － 0.8728 －

7月末日 213 － 0.8679 －

8月末日 213 － 0.8661 －

9月末日 211 － 0.8600 －

10月末日 209 － 0.8547 －

11月末日 207 － 0.8590 －

 
②　分配の推移

期 期間 1口当たりの分配金（円）

第2期 2002年 6月 1日～2003年 6月 2日 0

第3期 2003年 6月 3日～2004年 5月31日 0

第4期 2004年 6月 1日～2005年 5月31日 0

第5期 2005年 6月 1日～2006年 5月31日 0

第6期 2006年 6月 1日～2007年 5月31日 0

第7期 2007年 6月 1日～2008年 6月 2日 0

第8期 2008年 6月 3日～2009年 6月 1日 0

第9期 2009年 6月 2日～2010年 5月31日 0

第10期 2010年 6月 1日～2011年 5月31日 0

第11期 2011年 6月 1日～2012年 5月31日 0

当中間期 2012年 6月 1日～2012年11月30日 －
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③　収益率の推移
期 期間 収益率（％）

第2期 2002年 6月 1日～2003年 6月 2日 3.49

第3期 2003年 6月 3日～2004年 5月31日 △2.41

第4期 2004年 6月 1日～2005年 5月31日 0.34

第5期 2005年 6月 1日～2006年 5月31日 △1.25

第6期 2006年 6月 1日～2007年 5月31日 1.77

第7期 2007年 6月 1日～2008年 6月 2日 △2.76

第8期 2008年 6月 3日～2009年 6月 1日 △7.08

第9期 2009年 6月 2日～2010年 5月31日 △1.50

第10期 2010年 6月 1日～2011年 5月31日 △0.55

第11期 2011年 6月 1日～2012年 5月31日 △3.21

当中間期 2012年 6月 1日～2012年11月30日 △1.82

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間

の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末

基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

 
（４）設定及び解約の実績

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）

第2期 2002年 6月 1日～2003年 6月 2日 249,497,701 134,442,399

第3期 2003年 6月 3日～2004年 5月31日 161,789,952 289,005,999

第4期 2004年 6月 1日～2005年 5月31日 68,322,376 75,866,132

第5期 2005年 6月 1日～2006年 5月31日 42,195,957 145,943,575

第6期 2006年 6月 1日～2007年 5月31日 31,778,264 221,899,109

第7期 2007年 6月 1日～2008年 6月 2日 22,117,727 90,835,090

第8期 2008年 6月 3日～2009年 6月 1日 17,340,310 39,240,565

第9期 2009年 6月 2日～2010年 5月31日 22,879,523 73,641,889

第10期 2010年 6月 1日～2011年 5月31日 13,472,699 19,319,400

第11期 2011年 6月 1日～2012年 5月31日 11,048,203 22,550,435

当中間期 2012年 6月 1日～2012年11月30日 5,219,452 8,143,046
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＜ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・バランス型＞

以下の運用状況は2012年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
（１）投資状況

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

投資信託受益証券 日本 219,878,959 50.67

 アメリカ 94,325,165 21.74

 ルクセンブルグ 10,784,409 2.49

 ケイマン島 92,806,161 21.39

 小計 417,794,694 96.27

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） － 16,174,122 3.73

合計（純資産総額） 433,968,816100.00

 

（２）投資資産
①　投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国・

地域
種類 銘柄名

数量又は

額面総額

簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

(円)

投資

比率

(％)

日本
投資信託

受益証券

プレミアム・エクイティ・ファンド（適

格機関投資家向け）
75,441,8121.042278,626,8251.130885,309,60119.66

日本
投資信託

受益証券

欧州株式ロウ・ボラティリティ・ファン

ド（適格機関投資家向け）
44,530,8550.934441,609,6301.092848,663,31811.21

アメリカ
投資信託

受益証券

iシェアーズ・Ｓ＆Ｐシティグループ世界

国債（除く米国）ファンド
5,1008,142.359041,526,0318,462.465943,158,5769.95

日本
投資信託

受益証券

ユナイテッド日本債券ベビーファンド

（適格機関投資家向け）
37,531,0981.076540,400,4251.091440,961,4409.44

日本
投資信託

受益証券

アカディアン日本株式ファンド（適格機

関投資家向け）
40,000,0000.864134,564,0000.926237,048,0008.54

ケイマン島
投資信託

受益証券
Japan Equity Multi Strategy Fund351,58199.550035,000,000100.217835,234,6748.12

ケイマン島
投資信託

受益証券
CTA Multi Strategy Fund314,07395.760030,076,09196.361630,264,5766.97

ケイマン島
投資信託

受益証券

トランストレンド　スタンダード　リスク　

シリーズ　トラスト
32,876,1280.884529,078,9350.830627,306,9116.29

アメリカ
投資信託

受益証券

iシェアーズ バークレイズ債券総合ファ

ンド
2,6009,134.207323,748,9399,222.896923,979,5325.53

アメリカ
投資信託

受益証券

iシェアーズ MSCI AC アジア（除く日

本）インデックス・ファンド
4,0004,336.371017,345,4844,767.066019,068,2644.39

ルクセンブ

ルグ

投資信託

受益証券

db x-trackers MSCI エマージング・マー

ケッツ TRN インデックス
3,4002,806.04039,540,5373,171.885010,784,4092.49

アメリカ
投資信託

受益証券
パワーシェアーズＱＱＱ 1,5005,117.71807,676,5775,412.52878,118,7931.87

日本
投資信託

受益証券
日経２２５連動型上場投資信託 820 8,7407,166,8009,6307,896,6001.82
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ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類 投資比率(％)

投資信託受益証券 96.27

合　　計 96.27

 

②　投資不動産物件

該当事項はありません。

 

③　その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

 
（３）運用実績
①　純資産の推移

期別
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)

分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き

第2計算期間末 2003年 6月 2日 189 189 0.8585 0.8585

第3計算期間末 2004年 5月31日 287 287 0.9577 0.9577

第4計算期間末 2005年 5月31日 358 358 0.9727 0.9727

第5計算期間末 2006年 5月31日 431 431 1.1188 1.1188

第6計算期間末 2007年 5月31日 522 522 1.2230 1.2230

第7計算期間末 2008年 6月 2日 515 515 1.0824 1.0824

第8計算期間末 2009年 6月 1日 441 441 0.8246 0.8246

第9計算期間末 2010年 5月31日 486 486 0.8302 0.8302

第10計算期間末 2011年 5月31日 512 512 0.8555 0.8555

第11計算期間末 2012年 5月31日 426 426 0.7966 0.7966

2011年11月末日 436 － 0.7833 －

12月末日 440 － 0.7856 －

2012年 1月末日 449 － 0.7991 －

2月末日 473 － 0.8377 －

3月末日 482 － 0.8520 －

4月末日 445 － 0.8362 －

5月末日 426 － 0.7966 －

6月末日 422 － 0.7998 －

7月末日 426 － 0.8018 －

8月末日 430 － 0.8101 －

9月末日 423 － 0.8124 －

10月末日 426 － 0.8151 －

11月末日 433 － 0.8315 －
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②　分配の推移
期 期間 1口当たりの分配金（円）

第2期 2002年 6月 1日～2003年 6月 2日 0

第3期 2003年 6月 3日～2004年 5月31日 0

第4期 2004年 6月 1日～2005年 5月31日 0

第5期 2005年 6月 1日～2006年 5月31日 0

第6期 2006年 6月 1日～2007年 5月31日 0

第7期 2007年 6月 1日～2008年 6月 2日 0

第8期 2008年 6月 3日～2009年 6月 1日 0

第9期 2009年 6月 2日～2010年 5月31日 0

第10期 2010年 6月 1日～2011年 5月31日 0

第11期 2011年 6月 1日～2012年 5月31日 0

当中間期 2012年 6月 1日～2012年11月30日 －

 
③　収益率の推移

期 期間 収益率（％）

第2期 2002年 6月 1日～2003年 6月 2日 △10.14

第3期 2003年 6月 3日～2004年 5月31日 11.56

第4期 2004年 6月 1日～2005年 5月31日 1.57

第5期 2005年 6月 1日～2006年 5月31日 15.02

第6期 2006年 6月 1日～2007年 5月31日 9.31

第7期 2007年 6月 1日～2008年 6月 2日 △11.50

第8期 2008年 6月 3日～2009年 6月 1日 △23.82

第9期 2009年 6月 2日～2010年 5月31日 0.68

第10期 2010年 6月 1日～2011年 5月31日 3.05

第11期 2011年 6月 1日～2012年 5月31日 △6.88

当中間期 2012年 6月 1日～2012年11月30日 4.38

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間

の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末

基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

 
（４）設定及び解約の実績

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）

第2期 2002年 6月 1日～2003年 6月 2日 76,427,140 6,952,040

第3期 2003年 6月 3日～2004年 5月31日 108,290,476 28,657,722

第4期 2004年 6月 1日～2005年 5月31日 114,966,998 46,043,377

第5期 2005年 6月 1日～2006年 5月31日 92,096,330 75,163,706

第6期 2006年 6月 1日～2007年 5月31日 79,811,431 38,212,195

第7期 2007年 6月 1日～2008年 6月 2日 76,845,404 27,982,582

第8期 2008年 6月 3日～2009年 6月 1日 89,684,823 30,728,857

第9期 2009年 6月 2日～2010年 5月31日 76,418,090 25,727,762

第10期 2010年 6月 1日～2011年 5月31日 63,433,467 50,533,309

第11期 2011年 6月 1日～2012年 5月31日 49,934,683 113,145,832

当中間期 2012年 6月 1日～2012年11月30日 22,006,233 35,633,620
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＜ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・積極型＞

以下の運用状況は2012年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
（１）投資状況

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

投資信託受益証券 日本 732,697,033 71.45

 アメリカ 130,085,717 12.69

 ルクセンブルグ 38,062,620 3.71

 ケイマン島 107,676,590 10.50

 小計 1,008,521,96098.35

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） － 16,896,620 1.65

合計（純資産総額） 1,025,418,580100.00

 

（２）投資資産
①　投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国・

地域
種類 銘柄名

数量又は

額面総額

簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

(円)

投資

比率

(％)

日本
投資信託

受益証券

プレミアム・エクイティ・ファンド

（適格機関投資家向け）
306,504,1991.0427319,593,7441.1308346,594,94833.80

日本
投資信託

受益証券

欧州株式ロウ・ボラティリティ・ファ

ンド（適格機関投資家向け）
176,119,9080.9344164,566,4421.0928192,463,83518.77

日本
投資信託

受益証券

アカディアン日本株式ファンド（適格

機関投資家向け）
161,239,7440.8659139,615,0000.9262149,340,25014.56

アメリカ
投資信託

受益証券

iシェアーズ MSCI AC アジア（除く日

本）インデックス・ファンド
19,0004,337.102182,404,9394,767.066090,574,2548.83

日本
投資信託

受益証券
日経２２５連動型上場投資信託 4,600 8,74040,204,0009,63044,298,0004.32

ケイマン島
投資信託

受益証券
CTA Multi Strategy Fund419,68495.580040,114,18496.361640,441,4213.94

アメリカ
投資信託

受益証券
パワーシェアーズＱＱＱ 7,3005,150.566337,599,1345,412.529239,511,4633.85

ルクセンブ

ルグ

投資信託

受益証券

db x-trackers MSCI エマージング・

マーケッツ TRN インデックス
12,0002,806.040333,672,4843,171.885038,062,6203.71

ケイマン島
投資信託

受益証券

トランストレンド　スタンダード　リス

ク　シリーズ　トラスト
44,382,5740.884539,256,3860.830636,864,1653.60

ケイマン島
投資信託

受益証券
Japan Equity Multi Strategy Fund303,05098.990030,000,000100.217830,371,0042.96

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類 投資比率(％)

投資信託受益証券 98.35

合　　計 98.35
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②　投資不動産物件

該当事項はありません。

 

③　その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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（３）運用実績
①　純資産の推移

期別
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)

分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き

第2計算期間末 2003年 6月 2日 194 194 0.6996 0.6996

第3計算期間末 2004年 5月31日 338 338 0.8709 0.8709

第4計算期間末 2005年 5月31日 537 537 0.9018 0.9018

第5計算期間末 2006年 5月31日 824 824 1.1633 1.1633

第6計算期間末 2007年 5月31日 1,162 1,162 1.3511 1.3511

第7計算期間末 2008年 6月 2日 1,092 1,092 1.1035 1.1035

第8計算期間末 2009年 6月 1日 888 888 0.6977 0.6977

第9計算期間末 2010年 5月31日 1,045 1,045 0.7253 0.7253

第10計算期間末 2011年 5月31日 1,138 1,138 0.7695 0.7695

第11計算期間末 2012年 5月31日 967 967 0.6910 0.6910

2011年11月末日 965 － 0.6610 －

12月末日 975 － 0.6683 －

2012年 1月末日 1,004 － 0.6895 －

2月末日 1,075 － 0.7446 －

3月末日 1,111 － 0.7685 －

4月末日 1,037 － 0.7458 －

5月末日 967 － 0.6910 －

6月末日 973 － 0.6960 －

7月末日 980 － 0.7009 －

8月末日 1,004 － 0.7147 －

9月末日 1,007 － 0.7208 －

10月末日 998 － 0.7256 －

11月末日 1,025 － 0.7471 －

 
②　分配の推移

期 期間 1口当たりの分配金（円）

第2期 2002年 6月 1日～2003年 6月 2日 0

第3期 2003年 6月 3日～2004年 5月31日 0

第4期 2004年 6月 1日～2005年 5月31日 0

第5期 2005年 6月 1日～2006年 5月31日 0

第6期 2006年 6月 1日～2007年 5月31日 0

第7期 2007年 6月 1日～2008年 6月 2日 0

第8期 2008年 6月 3日～2009年 6月 1日 0

第9期 2009年 6月 2日～2010年 5月31日 0

第10期 2010年 6月 1日～2011年 5月31日 0

第11期 2011年 6月 1日～2012年 5月31日 0

当中間期 2012年 6月 1日～2012年11月30日 －
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③　収益率の推移
期 期間 収益率（％）

第2期 2002年 6月 1日～2003年 6月 2日 △20.87

第3期 2003年 6月 3日～2004年 5月31日 24.49

第4期 2004年 6月 1日～2005年 5月31日 3.55

第5期 2005年 6月 1日～2006年 5月31日 29.00

第6期 2006年 6月 1日～2007年 5月31日 16.14

第7期 2007年 6月 1日～2008年 6月 2日 △18.33

第8期 2008年 6月 3日～2009年 6月 1日 △36.77

第9期 2009年 6月 2日～2010年 5月31日 3.96

第10期 2010年 6月 1日～2011年 5月31日 6.09

第11期 2011年 6月 1日～2012年 5月31日 △10.20

当中間期 2012年 6月 1日～2012年11月30日 8.12

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間

の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末

基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

 
（４）設定及び解約の実績

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）

第2期 2002年 6月 1日～2003年 6月 2日 148,426,457 58,990,912

第3期 2003年 6月 3日～2004年 5月31日 189,093,477 78,399,339

第4期 2004年 6月 1日～2005年 5月31日 273,445,866 66,554,323

第5期 2005年 6月 1日～2006年 5月31日 258,493,738 145,498,028

第6期 2006年 6月 1日～2007年 5月31日 238,395,302 86,881,977

第7期 2007年 6月 1日～2008年 6月 2日 254,142,055 124,852,470

第8期 2008年 6月 3日～2009年 6月 1日 357,303,774 73,522,086

第9期 2009年 6月 2日～2010年 5月31日 262,448,944 94,275,770

第10期 2010年 6月 1日～2011年 5月31日 204,074,623 166,318,749

第11期 2011年 6月 1日～2012年 5月31日 163,048,776 242,158,848

当中間期 2012年 6月 1日～2012年11月30日 68,191,790 95,910,210
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（参考情報）

 
第２【管理及び運営】
３　資産管理等の概要

EDINET提出書類

ユナイテッド投信投資顧問株式会社(E11776)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

25/77



（１）資産の評価
②　有価証券などの評価基準

＜訂正前＞
・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価
します。

（略）
＜訂正後＞

・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価
評価します。

（略）
 
第３【ファンドの経理状況】

原届出書の「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況」を以下の内容に更新・追加する
とともに、「中間財務諸表」を追加します。

＜更新・追加＞
(１)　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。
　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(２)　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成24年6月1日
から平成24年11月30日まで）の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人による中間監査を
受けております。

中間財務諸表

ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・安定型

 
（１）【中間貸借対照表】

 

区分

当中間計算期間末

（平成24年11月30日現在）

 金額（円）

資産の部  

流動資産  

預金 626,384

コール・ローン 11,851,472

投資信託受益証券 199,141,172

未収利息 32

流動資産合計 211,619,060

資産合計 211,619,060

負債の部  

流動負債  

未払解約金 830,353

未払受託者報酬 55,914

未払委託者報酬 1,397,821

その他未払費用 1,791,514

流動負債合計 4,075,602

負債合計 4,075,602

純資産の部  

元本等  

元本 241,619,013

剰余金  

中間剰余金又は中間欠損金（△） △34,075,555

(分配準備積立金) 3,223,143

元本等合計 207,543,458

純資産合計 207,543,458
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負債純資産合計 211,619,060
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
 

区分

当中間計算期間

自 平成24年 6月 1日

至 平成24年11月30日

 金額（円）

営業収益  

受取配当金 414,751

受取利息 6,227

有価証券売買等損益 △3,029,952

為替差損益 1,926,138

営業収益合計 △682,836

営業費用  

受託者報酬 55,914

委託者報酬 1,397,821

その他費用 1,799,741

営業費用合計 3,253,476

営業損失（△） △3,936,312

経常損失（△） △3,936,312

中間純損失（△） △3,936,312

一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） △138,514

期首剰余金又は期首欠損金（△） △30,596,630

剰余金増加額又は欠損金減少額 1,019,690

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減

少額
1,019,690

剰余金減少額又は欠損金増加額 700,817

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増

加額
700,817

中間剰余金又は中間欠損金（△） △34,075,555
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  

項目

当中間計算期間

自 平成24年 6月 1日

至 平成24年11月30日  

1.有価証券の評価基準及び評

価方法

投資信託受益証券

　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投

資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.デリバティブの評価基準お

よび評価方法

為替予約取引

　計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価してお

ります。

3.その他中間財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項

外貨建取引等の処理基準

　外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年

総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記

録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却

時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨

建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相

当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基

金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国

投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする

計理処理を採用しております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 項目
当中間計算期間末

（平成24年11月30日現在）

1.投資信託財産に係る期首元本額、期

中追加設定元本額および期中一部解

約元本額

 

 期首元本額 244,542,607円

 期中追加設定元本額 5,219,452円

 期中一部解約元本額 8,143,046円

2. 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その

差額は34,075,555円であります。

3. 中間計算期間末日における受益権の

総数
241,619,013口

 
（金融商品に関する注記）

項目
当中間計算期間末

（平成24年11月30日現在）

１．金融商品の時価等に関する

事項

・中間貸借対照表計上額、時価及びその差額

　中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されている

ため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

         ・時価の算定方法

投資信託受益証券

　「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
該当事項はありません。
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（1口当たり情報）

項目
当中間計算期間末

（平成24年11月30日現在）

1口当たり純資産の額 0.8590円

（１万口当たり） （8,590円）
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中間財務諸表

ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・バランス型

 
（１）【中間貸借対照表】

 

区分

当中間計算期間末

（平成24年11月30日現在）

 金額（円）

資産の部  

流動資産  

預金 1,337,516

コール・ローン 23,875,653

投資信託受益証券 417,794,696

未収利息 65

流動資産合計 443,007,930

資産合計 443,007,930

負債の部  

流動負債  

未払解約金 4,007,377

未払受託者報酬 112,189

未払委託者報酬 2,804,647

その他未払費用 2,114,901

流動負債合計 9,039,114

負債合計 9,039,114

純資産の部  

元本等  

元本 521,941,301

剰余金  

中間剰余金又は中間欠損金（△） △87,972,485

(分配準備積立金) 58,029,494

元本等合計 433,968,816

純資産合計 433,968,816

負債純資産合計 443,007,930
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
 

区分

当中間計算期間

自 平成24年 6月 1日

至 平成24年11月30日

 金額（円）

営業収益  

受取配当金 794,064

受取利息 9,042

有価証券売買等損益 18,789,297

為替差損益 3,822,615

その他収益 11,813

営業収益合計 23,426,831

営業費用  

受託者報酬 112,189

委託者報酬 2,804,647

その他費用 2,128,665

営業費用合計 5,045,501

営業利益 18,381,330

経常利益 18,381,330

中間純利益 18,381,330

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 451,804

期首剰余金又は期首欠損金（△） △108,932,907

剰余金増加額又は欠損金減少額 7,242,118

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減

少額
7,242,118

剰余金減少額又は欠損金増加額 4,211,222

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増

加額
4,211,222

中間剰余金又は中間欠損金（△） △87,972,485
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  

項目

当中間計算期間

自 平成24年 6月 1日

至 平成24年11月30日  

1.有価証券の評価基準及び評

価方法

投資信託受益証券

　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投

資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.デリバティブの評価基準お

よび評価方法

為替予約取引

　計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価してお

ります。

3.その他中間財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項

外貨建取引等の処理基準

　外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年

総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記

録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却

時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨

建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相

当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基

金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国

投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする

計理処理を採用しております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 項目
当中間計算期間末

（平成24年11月30日現在）

1.投資信託財産に係る期首元本額、期中

追加設定元本額および期中一部解約元

本額

 

 期首元本額 535,568,688円

 期中追加設定元本額 22,006,233円

 期中一部解約元本額 35,633,620円

2. 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、そ

の差額は87,972,485円であります。

3. 中間計算期間末日における受益権の

総数
521,941,301口

 
（金融商品に関する注記）

項目
当中間計算期間末

（平成24年11月30日現在）

１．金融商品の時価等に関する

事項

・中間貸借対照表計上額、時価及びその差額

　中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されている

ため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

         ・時価の算定方法

投資信託受益証券

　「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
該当事項はありません。
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（1口当たり情報）

項目
当中間計算期間末

（平成24年11月30日現在）

1口当たり純資産の額 0.8315円

（１万口当たり） （8,315円）
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中間財務諸表

ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・積極型

 
（１）【中間貸借対照表】

 

区分

当中間計算期間末

（平成24年11月30日現在）

 金額（円）

資産の部  

流動資産  

預金 1,051,354

コール・ローン 31,196,381

投資信託受益証券 1,008,521,960

未収利息 85

流動資産合計 1,040,769,780

資産合計 1,040,769,780

負債の部  

流動負債  

未払解約金 6,447,607

未払受託者報酬 261,654

未払委託者報酬 6,541,290

その他未払費用 2,100,649

流動負債合計 15,351,200

負債合計 15,351,200

純資産の部  

元本等  

元本 1,372,528,718

剰余金  

中間剰余金又は中間欠損金（△） △347,110,138

(分配準備積立金) 172,379,918

元本等合計 1,025,418,580

純資産合計 1,025,418,580

負債純資産合計 1,040,769,780

 

EDINET提出書類

ユナイテッド投信投資顧問株式会社(E11776)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

35/77



（２）【中間損益及び剰余金計算書】
 

区分

当中間計算期間

自 平成24年 6月 1日

至 平成24年11月30日

 金額（円）

営業収益  

受取配当金 1,255,288

受取利息 17,192

有価証券売買等損益 79,915,826

為替差損益 6,011,350

その他収益 48,499

営業収益合計 87,248,155

営業費用  

受託者報酬 261,654

委託者報酬 6,541,290

その他費用 2,113,455

営業費用合計 8,916,399

営業利益 78,331,756

経常利益 78,331,756

中間純利益 78,331,756

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 2,696,236

期首剰余金又は期首欠損金（△） △432,679,045

剰余金増加額又は欠損金減少額 29,592,017

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減

少額
29,592,017

剰余金減少額又は欠損金増加額 19,658,630

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増

加額
19,658,630

中間剰余金又は中間欠損金（△） △347,110,138

 

EDINET提出書類

ユナイテッド投信投資顧問株式会社(E11776)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

36/77



（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  

項目

当中間計算期間

自 平成24年 6月 1日

至 平成24年11月30日  

1.有価証券の評価基準及び評

価方法

投資信託受益証券

　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投

資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.デリバティブの評価基準お

よび評価方法

為替予約取引

　計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価してお

ります。

3.その他中間財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項

外貨建取引等の処理基準

　外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年

総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記

録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却

時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨

建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相

当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基

金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国

投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする

計理処理を採用しております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 項目
当中間計算期間末

（平成24年11月30日現在）

1.投資信託財産に係る期首元本額、期中

追加設定元本額および期中一部解約

元本額

 

 期首元本額 1,400,247,138円

 期中追加設定元本額 68,191,790円

 期中一部解約元本額 95,910,210円

2. 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その

差額は347,110,138円であります。

3. 中間計算期間末日における受益権の

総数
1,372,528,718口

 
（金融商品に関する注記）

項目
当中間計算期間末

（平成24年11月30日現在）

１．金融商品の時価等に関する

事項

・中間貸借対照表計上額、時価及びその差額

　中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されている

ため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

         ・時価の算定方法

投資信託受益証券

　「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
該当事項はありません。
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（1口当たり情報）

項目
当中間計算期間末

（平成24年11月30日現在）

1口当たり純資産の額 0.7471円

（１万口当たり） （7,471円）

 
 
２【ファンドの現況】
　以下のファンドの現況は2012年11月30日現在です。
 
＜ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・安定型＞

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額 211,619,060円

Ⅱ　負債総額 4,075,602円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 207,543,458円

Ⅳ　発行済口数 241,619,013口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8590円

 

＜ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・バランス型＞

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額 443,007,930円

Ⅱ　負債総額 9,039,114円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 433,968,816円

Ⅳ　発行済口数 521,941,301口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8315円

 

＜ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・積極型＞

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額 1,040,769,780円

Ⅱ　負債総額 15,351,200円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,025,418,580円

Ⅳ　発行済口数 1,372,528,718口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7471円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
＜更新・追加＞
１　委託会社等の概況
（１）資本金の額等

平成24年11月末現在の委託会社の資本金の額： 1,155,000,000円

委託会社が発行する株式総数： 6,400株

発行済株式総数： 4,600株

最近５年間における資本金の額の増減： 平成19年11月30日に250,000,000円の増資

 平成21年11月30日に125,000,000円の増資

 
（２）委託会社等の機構

①　平成24年11月末現在、委託会社の機構は次の通りとなっております。委託会社の取締役は３名
以上７名以内、監査役は３名以上４名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議
は、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠又は増員により選任され
た取締役の任期は、退任した取締役または他の在任取締役の任期の満了すべき時までとしま
す。委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。取締役会は、その決議
により会長、社長、副社長、専務取締役および常務取締役を選任することができます。

 
②　組織図

（平成24年11月末現在）
③　投資運用の意思決定機構
１．投資委員会において、国内外の経済見通し、市況見通しの検討を行い、運用方針および各

ファンドの運用計画を決定いたします。
投資委員会は、代表取締役社長、運用部門責任者、内部統制部門責任者、その他代表取締役社
長に指名された者で構成し、原則として月次で開催されます。

２．運用部門のファンドマネジャーは、定められた運用方針・運用計画に基づいて、資産配分・
銘柄選択を決定し売買に関する指図をいたします。

３．投資委員会において、運用実績・パフォーマンスを評価分析し、必要に応じて運用方針・運
用計画の見直しを行います。

（平成24年11月末現在）
 
２　事業の内容及び営業の概況
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運
用および投資一任契約に基づく運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に
定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

 
・平成24年11月末現在、委託会社が、運用する投資信託（総ファンド数48本、純資産総額42,916百万
円。ただし、親投資信託は除きます。）は以下の通りです。

ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 43 37,648

単位型株式投資信託 5 5,268

合計 48 42,916
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純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の
個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
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３【委託会社等の経理状況】

1.　財務諸表の作成方法について

委託会社であるユナイテッド投信投資顧問株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規

則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成

しております。

 

2.　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日ま

で）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

 

3.　財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、変更等について的確に対応することができる体制を整備するた

め、新日本有限責任監査法人が主催する研修会等に積極的に参加しており、また、会計基準等の情報交換も密に

行っております。
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財務諸表

（１）【貸借対照表】

    （単位：千円）

  前事業年度  当事業年度

  （平成23年3月31日）  （平成24年3月31日）

資産の部     

流動資産     

現金及び預金  199,379 133,219

関係会社短期貸付金  50,000 －

前払費用  12,527 10,251

未収入金  137  9

未収委託者報酬  114,316  90,344

未収収益  92,795  88,990

立替金  24,595  68,601

流動資産合計  493,752 391,417

固定資産     

有形固定資産     

建物附属設備（純額） *1 7,263 6,195

器具備品（純額） *1 2,142 1,843

リース資産（純額） *1 503 －

有形固定資産合計  9,908 8,039

無形固定資産     

ソフトウェア  2,715 54,495

電話加入権  1,294 1,294

無形固定資産合計  4,010 55,789

投資その他の資産     

破産更生債権等  2,459 2,459

長期差入保証金  21,789 21,613

長期前払費用  929 542

貸倒引当金  △2,459 △2,459

投資その他の資産合計  22,719 22,156

固定資産合計  36,638 85,985

資産合計  530,390 477,403

負債の部     

流動負債     

預り金  12,033 31,664

未払金  13,933  13,886

未払手数料  38,185  23,630

リース債務  558 －

未払費用  3,147 4,379

未払委託調査費  77,799 47,490

未払法人税等  2,686 3,165

未払消費税等  4,412 2,490

前受収益  815 815

賞与引当金  6,637 5,318

流動負債合計  160,210 132,841

　固定負債     

長期前受収益  1,961 1,146

固定負債合計  1,961 1,146

負債合計  162,172 133,987

純資産の部     

株主資本     

資本金  1,155,000 1,155,000

資本剰余金     
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資本準備金  125,000 125,000

資本剰余金合計  125,000 125,000

利益剰余金     

その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  △911,781 △936,584

利益剰余金合計  △911,781 △936,584

株主資本合計  368,218 343,415

純資産合計  368,218 343,415

負債・純資産合計  530,390 477,403
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（２）【損益計算書】

    （単位：千円）

  前事業年度  当事業年度

  （自 平成22年4月 1日  （自 平成23年4月 1日
    至 平成23年3月31日）    至 平成24年3月31日）

営業収益     

委託者報酬  625,535 798,049
投資助言報酬  5,467  53,565
運用受託報酬  231,906  215,905
投資兼業報酬  7,193  3,190

営業収益合計  870,101 1,070,711

営業費用     

支払手数料  222,650 170,286
広告宣伝費  1,574 3,474
調査費  54,408 47,010

　委託調査費  196,579 367,476
　図書費  533 197
　委託計算費  1,918 1,862
通信費  4,334 4,521
印刷費  7,815 3,781

諸会費  2,405 2,270

営業費用合計  492,221 600,882

一般管理費     

給料・手当  277,417 252,569
役員報酬  24,600 38,700
賞与引当金繰入額  6,637 ―
租税公課  3,764 4,220
不動産賃借料  34,070 34,130
退職給付費用  9,024 7,691
固定資産減価償却費  3,417 4,147
消耗器具備品費  4,367 4,236
機器賃借料  53,683 53,107
法律専門家報酬  4,854 2,061
新人採用費  13,144 4,121

諸経費  101,733 88,941

一般管理費合計  536,714 493,928

営業損失  158,833 24,100

営業外収益     
受取利息 *1 1,107 247
為替差益  ―  234

その他営業外収益  30  ―

営業外収益合計  1,138 482

営業外費用     
支払利息  37 11
株式交付費  ―  115
その他営業外費用 *2 184 107

営業外費用合計  221 234

経常損失  157,916 23,852

特別利益     

賞与引当金戻入額  2,240 ―

特別利益合計  2,240 ―

特別損失     

固定資産廃棄損 *3 90 ―
特別退職加算金  362 ―

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
  

794
 

 

―

特別損失合計  1,247 ―

税引前当期純損失  156,923 23,852

法人税、住民税及び事業税  950 950

当期純損失  157,873 24,802
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（３）【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

 前事業年度 当事業年度

 （自 平成22年4月 1日 （自 平成23年4月 1日

   至 平成23年3月31日）   至 平成24年3月31日）

株主資本   
資本金   
当期首残高 1,155,000 1,155,000
当期変動額   
新株の発行 － －

　　当期変動額合計 － －

当期末残高 1,155,000 1,155,000
　資本剰余金   

資本準備金   
　　　当期首残高 125,000 125,000
　　　当期変動額   

　新株の発行 － －
　当期変動額合計 － －

　　　当期末残高 125,000 125,000
資本剰余金合計   

　　　当期首残高 125,000 125,000
　　　当期変動額   
　　　　新株の発行 － －
　　　　当期変動額合計 － －
　　当期末残高 125,000 125,000
利益剰余金   
　その他利益剰余金   
　　繰越利益剰余金   
　　　当期首残高 △753,907 △911,781
　　　当期変動額   
　　　　当期純損失 △157,873 △24,802
　　　　当期変動額合計 △157,873 △24,802
　　　当期末残高 △911,781 △936,584
　利益剰余金合計   
　　当期首残高 △753,907 △911,781
　　当期変動額   
　　　当期純損失 △157,873 △24,802
　　　当期変動額合計 △157,873 △24,802
　　当期末残高 △911,781 △936,584
株主資本合計   
当期首残高 526,092 368,218
当期変動額   
新株の発行 － －
当期純損失 △157,873 △24,802
当期変動額合計 △157,873 △24,802
当期末残高 368,218 343,415

評価・換算差額等   
　その他有価証券評価差額金   
当期首残高 △1 －
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 －
当期変動額合計 1 －
当期末残高 － －

　評価換算差額等合計   
当期首残高 △1 －
当期変動額   
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 －
　当期変動額合計 1 －
当期末残高 － －

純資産合計   
当期首残高 526,090 368,218
当期変動額   
新株の発行 － －
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当期純損失 △157,873 △24,802
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 －
当期変動額合計 △157,872 △24,802
当期末残高 368,218 343,415
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重要な会計方針

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法

前事業年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

（1）その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。(評価差額は全部純資産直入により処理し、売

却原価は移動平均法により算定しております。）なお、当事業年度末において残高はございません。

 

当事業年度（自　平成23年4月1日　　至　平成24年3月31日）

該当事項ありません。

 

2.固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

主に定率法を採用しております。

 

（2）無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しておりま

す。

 

（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。なお、当事業年度末において残高はございません。

 

3.繰延資産の処理方法

（1）株式交付費

支払時に全額費用処理しております。

 

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

5. 引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

（2）賞与引当金

従業員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

 

6.その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

追加情報

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月4日）を適用しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度

（平成23年3月3１日）

当事業年度

（平成24年3月31日）

＊1　有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであり

ます。

＊1　有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであり

ます。

建物附属設備 14,160千円 建物附属設備 15,427千円

器具備品 4,238千円 器具備品 4,644千円

リース資産 1,645千円   

    

 

（損益計算書関係）

前事業年度 当事業年度

（自　平成22年4月１日 （自　平成23年4月１日

　　至　平成23年3月31日） 　　至　平成24年3月31日）

＊1　各科目に含まれている関係会社に対する ＊1　各科目に含まれている関係会社に対する

ものは次の通りであります。  ものは次の通りであります。  

受取利息 1,102千円 受取利息 247千円

    

＊2　その他営業外費用  ＊2　その他営業外費用  

　 業務処理過誤により発生した費用 105千円 　 ①解約金 56千円

立替印刷費誤算回収不能額 79千円 ②業務処理過誤により発生した費用 50千円

＊3　固定資産廃棄損の内訳は次の通りであります。

－器具備品 90千円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事 （単位：株）

 当事業年度期首

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式     

　　普通株式 4,600 ― ― 4,600

　　合　　計 4,600 ― ― 4,600

 

 

当事業年度（自　平成23年4月1日　　至　平成24年3月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事 （単位：株）

 当事業年度期首

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式     

　　普通株式 4,600 ― ― 4,600

　　合　　計 4,600 ― ― 4,600

 

（リース取引関係）

1. ファイナンス・リース取引

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引

（1） リース資産の内容

　　　　当事業年度中にリース契約が終了したことにより、該当ありません。

（2） リース資産の減価償却の方法

　　　　重要な会計方針「2. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1） 金融商品に対する取組方針

　　　　当社は、現状、資金運用については短期的な預金等を中心に行っております。また、借入等

による資金調達は行っておりません。当社は、デリバティブ取引は行っておりません。

（2） 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　　　　営業債権である未収委託者報酬及び未収収益は、顧客の信用リスクに晒されています。当該

　　　リスクに関しては、経理規程に従い、常に取引先毎の残高を把握し、管理に万全を期す体制を

　　　とっております。

　　　　営業債務である未払委託調査費は、1年以内の支払期日です。

（3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　　　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定

　　　された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、

　　　異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

 

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度（平成23年3月31日）

 

   （単位：千円）

 貸借対照表

計上額(＊）
時価（＊） 差額

（1）現金及び預金 199,379 199,379 －

（2）関係会社短期貸付金 50,000 50,000 －

（3）未収委託者報酬 114,316 114,316 －

（4）未収収益 92,795 92,795 －

（5）未払委託調査費 (77,799) (77,799) －

（＊）負債に計上されているものは、（　）で示しています。

 

当事業年度（平成24年3月31日）

   （単位：千円）

 貸借対照表

計上額(＊）
時価（＊） 差額

（1）現金及び預金 133,219 133,219 －

（2）未収委託者報酬 90,344 90,344 －

（3）未収収益 88,990 88,990 －

（4）立替金 68,601 68,601 －

（5）預り金 (31,664) (31,664) －

（6）未払委託調査費 (47,490) (47,490) －

（＊）負債に計上されているものは、（　）で示しています。

（注1） 金融商品の時価の算定方法に関する事項

（1）現金及び預金・（2）未収委託者報酬・（3）未収収益、並びに（4）立替金

　　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

（5）預り金、及び（6）未払委託調査費
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　　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

（注2） 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成23年3月31日）

 （単位：千円）

 1年以内

　現金及び預金 199,379

関係会社短期貸付金 50,000

未収委託者報酬 114,316

未収収益 92,795

合計 456,491

 

当事業年度（平成24年3月31日）

 （単位：千円）

 1年以内

　現金及び預金 133,219

未収委託者報酬 90,344

未収収益 88,990

立替金 68,601

合計 381,155
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（有価証券関係）

1. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

  （単位：千円）

区分 売却額 売却益の合計額

株式 － －

債券 － －

その他 1,001 1

合計 1,001 1

 

当事業年度（自　平成23年4月1日　　至　平成24年3月31日）

　　該当事項ありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　　当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

　　当社は確定拠出年金制度を採用しております。

 

2. 退職給付費用に関する事項

  （単位：千円）

 前事業年度

（自　平成22年4月１日

　 至　平成23年3月31日）

前事業年度

（自　平成23年4月１日

　 至　平成24年3月31日）

（1）確定拠出年金への掛金支払額 9,024 7,691

小計 9,024 7,691

（2）臨時に支払った割増退職金等 362 －

合計 9,387 7,691
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（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

  （単位：千円）

 前事業年度

（平成23年3月31日）

当事業年度

（平成24年3月31日）

繰延税金資産   

繰越欠損金 127,438 409,070

未確定債務 － 3,713

未払事業税 702 842

減価償却超過額 417 225

賞与引当金 2,701 2,021

貸倒引当金 1,001 876

資産除去債務 394 408

繰延税金資産小計 132,655 417,157

評価性引当金 (132,655) (417,157)

繰延税金資産合計 － －

繰延税金負債 － －

繰延税金資産の純額 － －

   

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

　　税引前当期純損失を計上したため、記載しておりません。

 

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　　経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日本大震災か

らの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12月2日に公布された

ことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成24年4月1日以降解消されるものに

限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の40.7%から。回収又は支払が見込まれる期間が平成24年4月1日か

ら平成27年3月31日までのものは38.01%、平成27年4月1日以降のものについては35.64%にそれぞれ変更されており

ます。

　　この変更による繰延税金資産及び繰延税金負債への影響はありません。
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（資産除去債務関係）

1.資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を資産除去債

務として認識しております。

なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する差入保証金の回収が最終的に見込めない

と認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。

この見積りにあたり、使用見込期間は入居から31年間を採用しております。

当事業年度において、差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は5,470千

円であります。

また、資産除去債務の総額の期中における増減は、上記算定金額以外ありません。

 

2.資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

〔関連情報〕

前事業年度（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

損益計算書で委託者報酬及び運用受託報酬等区分して記載しております。

 

　　2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

　　　①委託者報酬

　　　　　委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

　　　②投資助言報酬、運用受託報酬及び投資兼業報酬

   （単位：千円）

日本 中国 その他 合計

58,767 120,05565,744 244,566

　　　　　（注）営業収益は顧客の所在地を基礎として、国または地域に分類しております。

　　（2）有形固定資産

　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの

有形固定資産の記載を省略しております。

 

　　3. 主要な顧客ごとの情報

  （単位：千円）

顧客の名称または氏名 営業収益 関連するセグメント名

Japan Asia Securities Limited117,053 －

 

当事業年度（自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

損益計算書で委託者報酬及び運用受託報酬等区分して記載しております。

 

　　2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

　　　①委託者報酬

　　　　　委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

　　　②投資助言報酬、運用受託報酬及び投資兼業報酬

  （単位：千円）

日本 その他 合計

132,044 140,617 272,661

　　　　　（注）営業収益は顧客の所在地を基礎として、国または地域に分類しております。
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　　（2）有形固定資産

　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの

有形固定資産の記載を省略しております。

 

　　3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま

せん。

 

〔報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〕

　　該当事項はありません。

 

〔報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報〕

　　該当事項はありません。

 

〔報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〕

　　該当事項はありません。
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（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

前事業年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

種類
会社等の

名称
住所

資本金又

は出資金

事業の

内容又

は職業

議決権等

の所有

（被所

有）割合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引

金額
科目

期末

残高

親会社

日本アジ

アホール

ディング

ズ㈱

東京都

千代田区

2,641

百万円

投資

事業

被所有

直接

100％

経営管理役

員の兼任

資金の貸付

資金の回収

貸付金利息

の受取

690,000千円

640,000千円

 

1,102千円

関係会

社短期

貸付金

50,000

千円

 

当事業年度（自　平成23年4月1日　　至　平成24年3月31日）

種類
会社等の

名称
住所

資本金又

は出資金

事業の

内容又

は職業

議決権等

の所有

（被所

有）割合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引

金額
科目

期末

残高

親会社

日本アジ

アホール

ディング

ズ㈱

東京都

千代田区

2,641

百万円

投資

事業

被所有

直接

100％

経営管理役

員の兼任

資金の貸付

貸付金利息

の受取

130,000千円

 

 

247千円

関係会

社短期

貸付金
－

（注）1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

　　　2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　　市場金利を勘案して合理的に決定しております。

 

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　親会社情報

　　　　日本アジアグループ㈱（東京証券取引所に上場）

　　　　日本アジアホールディングズ㈱（非上場）
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（1株当たり情報）

 前事業年度

（自　平成22年4月１日

　 至　平成23年3月31日）

当事業年度

（自　平成23年4月１日

　 至　平成24年3月31日）

1株当たり純資産額 80,047円 74,655円

1株当たり当期純損失金額 34,320円 5,391円

（注）1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　　　2. 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 前事業年度

（自　平成22年4月１日

　 至　平成23年3月31日）

当事業年度

（自　平成23年4月１日

　 至　平成24年3月31日）

当期純損失 157,873千円 24,802千円

普通株式に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純損失 157,873千円 24,802千円

普通株式の期中平均株式数 4,600株 4,600株

 

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

ユナイテッド投信投資顧問株式会社(E11776)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

59/77



1.中間財務諸表の作成方法について

委託会社であるユナイテッド投信投資顧問株式会社（以下「当社」という。）の中間財務諸表は、「中間財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。）並びに同規則第38条及び第

57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しており

ます。

2.監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、中間会計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30

日まで）の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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中間財務諸表

①　中間貸借対照表  （単位：千円）
  当中間会計期間

  （平成24年9月30日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金

前払費用

 

 

87,520

6,680

未収委託者報酬  79,190

未収収益  57,952

立替金  58,485

流動資産合計  289,830

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備（純額） *1 0

器具備品（純額） *1 0

有形固定資産合計  0

無形固定資産   

ソフトウェア  0

電話加入権  0

無形固定資産合計  0

投資その他の資産

破産更生債権等

  

2,459

長期差入保証金  17,290

長期前払費用

貸倒引当金

 349

△2,459

投資その他の資産合計  17,639

固定資産合計  17,639

資産合計  307,469

負債の部   

流動負債   

預り金  15,291

未払金  14,783

未払手数料  19,543

未払費用  3,488

未払委託調査費  36,861

未払法人税等  1,971

未払消費税等  2,026

前受収益  815

流動負債合計  94,782

　固定負債   

　長期前受収益  737

固定負債合計  737

負債合計  95,519

純資産の部   

株主資本   

資本金  1,155,000

資本剰余金   

　資本準備金  125,000

　資本剰余金合計  125,000

利益剰余金   

その他利益剰余金   
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繰越利益剰余金  △1,068,049

利益剰余金合計  △1,068,049

株主資本合計  211,950

純資産合計  211,950

負債・純資産合計  307,469
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②  中間損益計算書   （単位:千円）
   当中間会計期間

   （自 平成24年4月 1日

     至 平成24年9月30日）

営業収益    

委託者報酬   256,686

投資助言報酬   13,387

運用受託報酬   55,814

投資兼業報酬   1,093

営業収益合計   326,982

営業費用    

支払手数料  5 79,996

広告宣伝費   785

調査費  6 17,360

委託調査費   57,142

図書費   80

委託計算費  7 950

通信費   1,931

印刷費   2,124

諸会費   1,259

営業費用合計   161,630

一般管理費    

給料・手当  8 127,886

役員報酬   11,400

租税公課   1,841

不動産賃借料   16,968

退職給付費用   3,709

固定資産減価償却費 *1  6,526

消耗器具備品費  9 1,465

機器賃借料  10 5,954

法律専門家報酬  11 708

新人採用費   2,626

諸経費   55,481

　　一般管理費合計   234,569

営業損失   69,218

営業外収益    

受取利息   1

営業外収益合計   1

営業外費用    

為替差損   234

営業外費用合計   234

経常損失   69,452

特別損失    

減損損失 *2  61,537

特別損失合計   61,537

税引前中間純損失   130,990

法人税、住民税及び事業税   475

中間純損失   131,465
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③　中間株主資本等変動計算書 （単位：千円）
 当中間会計期間

 （自 平成24年4月 1日

   至 平成24年9月30日）

株主資本  

資本金  

当期首残高 1,155,000

当中間期変動額  

　　　　当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 1,155,000

資本剰余金  

　資本準備金  

　　　当期首残高 125,000

　　　当中間期変動額  

　　　　当中間期変動額合計 －

　　　当中間期末残高 125,000

　資本剰余金合計  

　　　当期首残高 125,000

　　　当中間期変動額  

　　　　当中間期変動額合計 －

　　　当中間期末残高 125,000

利益剰余金  

　その他利益剰余金  

　　繰越利益剰余金  

　　　当期首残高 △936,584

　　　当中間期変動額  

　　　　中間純損失 △131,465

　　　　当中間期変動額合計 △131,465

　　　当中間期末残高 △1,068,049

　利益剰余金合計  

　　　当期首残高 △936,584

　　　当中間期変動額  

　　　　中間純損失 △131,465

　　　　当中間期変動額合計 △131,465

　　　当中間期末残高 △1,068,049

株主資本合計  

当期首残高 343,415

当中間期変動額  

中間純損失 △131,465

当中間期変動額合計 △131,465

当中間期末残高 211,950

純資産合計  

当期首残高 343,415

当中間期変動額  

当中間純損失 △131,465

当中間期変動額合計 △131,465

当中間期末残高 211,950
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重要な会計方針

 当中間会計期間

項　　　目  （ 自　平成24年4月 1日

   至　平成24年9月30日）

1.固定資産の減価償却の方法

 

 

 

 

 

2.引当金の計上基準

 

 

 

 

3.その他中間財務諸表作成のための

　基本となる重要な事項

（1）有形固定資産

定率法を採用しております。

（2）無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における

利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用してお

ります。

　貸倒引当金

　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

　ついては貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定

　の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

消費税等の会計処理

　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によって

　おります。

 

注記事項

（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間

（平成24年9月30日）

＊1 有形固定資産の減価償却累計額は、次の通りであります。なお、

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

 

  建物附属設備

器具備品

16,002千円

4,804千円
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（中間損益計算書関係）

当中間会計期間

（自　平成24年4月 1日

    至　平成24年9月30日）

＊1 固定資産の減価償却実施額は、次の通りであります。 　

  有形固定資産 735千円

  無形固定資産 5,791千円

＊2 減損損失 　

 当中間会計期間において、当社は以下の資産について減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

本社(東京都中央区) 事業用資産 建物附属設備、器具備品、

電話加入権、ソフトウェア、

長期差入保証金

     当社は、投資運用業を行う単一の事業を行っており、全体を一つのキャッシュ・フロー

生成単位としてグルーピングしております。

　   当中間会計期間において、事業用資産の収益性が低下したこと等に伴い当該資産の帳簿

価額を回収可能額まで減損し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上（61,537千円）

しております。

　   その内訳は、建物附属設備5,620千円、器具備品1,683千円、電話加入権1,294千円、

ソフトウェア48,703千円、長期差入保証金4,234千円であります。

　   なお、回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが

見込めないことから備忘価額により評価しております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成24年4月1日　至　平成24年9月30日）

1.　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増　加 減　少 当中間会計期間末

普通株式（株） 4,600 　　　　　　― 　　　　　　― 4,600

　2.　自己株式に関する事項

　　　　　該当事項はありません。

 

3.　新株予約権等に関する事項

　　　該当事項はありません。

 

4.　配当に関する事項

　　　該当事項はありません。
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（金融商品関係）

　当中間会計期間（自平成24年4月1日　至平成24年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

　　　平成24年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次の通りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には

含まれておりません。

   （単位：千円）

 中間貸借対照表

計上額
時価 差額

（1）現金及び預金 87,520 87,520 －

（2）未収委託者報酬 79,190 79,190 －

（3）未収収益 57,952 57,952 －

（4）立替金 58,485 58,485 －

資産計 283,150 283,150 －

（1）預り金 15,291 15,291 －

（2）未払金 14,783 14,783 －

（3）未払手数料 19,543 19,543  

（4）未払委託調査費 36,861 36,861 －

負債計 86,480 86,480 －

（注1）        金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産　　（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収収益、（4）立替金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿

価額によっております。

負債　　（1）預り金、（2）未払金、（3）未払手数料、（4）未払委託調査費

　　　　　　 　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿

　　　　　　価額によっております。
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（有価証券関係）

　　該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　　該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

　当中間会計期間（自平成24年4月1日　至平成24年9月30日）

1.    資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に

係る債務を資産除去債務として認識しております。

　　　　なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する差入保証金の回収

が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する

金額を費用に計上する方法によっております。

　当中間会計期間において、当該資産除去債務の総額の増減はありません。

2.    資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの

  　　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

セグメント情報

　当中間会計期間（自　平成24年4月1日　至　平成24年9月30日）

　　当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

関連情報

　当中間会計期間（自　平成24年4月1日　至　平成24年9月30日）

1.製品及びサービスごとの情報

中間損益計算書で委託者報酬及び運用受託報酬等区分して記載しております。

 

　　2.地域ごとの情報

（1）営業収益

　　　①委託者報酬

　　　　　委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

　　　②投資助言報酬、運用受託報酬及び投資兼業報酬

  　　　（単位：千円）

日本 その他 合計

43,789 26,506 70,296

　　　　　（注）売上高は顧客の所在地を基礎として、国または地域に分類しております。

　　（2）有形固定資産

　　　　　有形固定資産の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

3.    主要な顧客ごとの情報

  　　　該当事項はありません。

 

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当中間会計期間（自　平成24年4月1日　至　平成24年9月30日）

　　　当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報

当中間会計期間（自　平成24年4月1日　至　平成24年9月30日）

　　該当事項はありません。

 

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

当中間会計期間（自　平成24年4月1日　至　平成24年9月30日）

　　該当事項はありません。
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（1株当たり情報）

当中間会計期間

（自　平成24年4月　1日

至　平成24年9月 30日）

 

　1株当たり純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46,076円17銭

　1株当たり中間純損失金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,579円37銭

 

　（注）1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、1株当たり中間純損失金額

　　　　　であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2.当中間会計期間（自 平成24年4月1日　至 平成24年9月30日）に

おける1株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

　　　　　中間損益計算上の中間純損失　　　　　　　　　　　　　　　 131,465千円

　　　　　普通株式に係る中間純損失　　　　　　　　　　　　　　　　 131,465千円

　　　　　普通株式に帰属しない金額の内訳　　　　　　　　　　該当事項はありません。

　　　　　普通株式の期中平均株式数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,600株
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（重要な後発事象）

当社は、平成24年10月16日に金融庁より、金融商品取引法第42条第2項(善良なる管理者の注意義務)の規定に違反

の事実が認められたとして、金融商品取引法第51条及び同法第52条第1項の規定に基づき、新たな投資一任契約の締

結禁止(平成24年10月16日から平成24年12月15日までの間)並びに業務改善命令を受けております。

これに対し同年11月15日、内部管理態勢の整備や、投資一任契約の締結前後のチェック体制の強化等を内容とする

業務改善報告書を金融庁に提出し、現在、改善報告書に沿って業務の改善策を遂行中であります。

当該行政処分により、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点で影響額の合理的な見積

りを行うことは困難であります。
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独立監査人の中間監査報告書

平成２５年１月２９日
ユナイテッド投信投資顧問株式会社
取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　三 宅　孝 典　 印

  

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　井 尾　　稔　　印

 
 
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられ
ているユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・安定型の平成２４年６月１日から平成２４年１１月３０日までの中間計算期
間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
 
中間財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
を求めている。
　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省
略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表
示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監
査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に
応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中
間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表
示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
中間監査意見
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ユナイ
テッド・タートルクラブ・ファンド・安定型の平成２４年１１月３０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間
計算期間（平成２４年６月１日から平成２４年１１月３０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
 
利害関係
　ユナイテッド投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。

以　　上
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（※）1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

次へ

EDINET提出書類

ユナイテッド投信投資顧問株式会社(E11776)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

73/77



独立監査人の中間監査報告書

平成２５年１月２９日
ユナイテッド投信投資顧問株式会社
取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　三 宅　孝 典　 印

  

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　井 尾　　稔　　印

 
 
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられ
ているユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・バランス型の平成２４年６月１日から平成２４年１１月３０日までの中間計
算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
 
中間財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
を求めている。
　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省
略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表
示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監
査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に
応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中
間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表
示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
中間監査意見
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ユナイ
テッド・タートルクラブ・ファンド・バランス型の平成２４年１１月３０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
中間計算期間（平成２４年６月１日から平成２４年１１月３０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
 
利害関係
　ユナイテッド投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。

以　　上
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（※）1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

次へ
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独立監査人の中間監査報告書

平成２５年１月２９日
ユナイテッド投信投資顧問株式会社
取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　三 宅　孝 典　 印

  

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　井 尾　　稔　　印

 
 
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられ
ているユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・積極型の平成２４年６月１日から平成２４年１１月３０日までの中間計算期
間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
 
中間財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
を求めている。
　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省
略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表
示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監
査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に
応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中
間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表
示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
中間監査意見
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ユナイ
テッド・タートルクラブ・ファンド・積極型の平成２４年１１月３０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間
計算期間（平成２４年６月１日から平成２４年１１月３０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
 
利害関係
　ユナイテッド投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。

以　　上
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（※）1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

次へ
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独立監査人の監査報告書

平成２４年６月１１日
ユナイテッド投信投資顧問株式会社
取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　三 宅　孝 典　 印

  

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　井 尾　　稔　　印

 
 
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理の状況」に掲
げられているユナイテッド投信投資顧問株式会社の平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの第１３期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任       
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当
監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務
諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施するこ
とを求めている。
　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適
切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用し
た会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
が含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ユナイテッド投信
投資顧問株式会社の平成２４年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
 
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

平成２４年１２月１８日
ユナイテッド投信投資顧問株式会社
取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　三 宅　孝 典　 印

  

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　井 尾　　稔　　印

 
 
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
られているユナイテッド投信投資顧問株式会社の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの第１４期事業年度の中
間会計期間（平成２４年４月１日から平成２４年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計
算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
 
中間財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用
な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準
は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚
偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
を求めている。
　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省
略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表
示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の
表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
中間監査意見
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ユナ
イテッド投信投資顧問株式会社の平成２４年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成２４
年４月１日から平成２４年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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